
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

野鳥、ねずみ等の野生動物対策！ 
小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入し得る経路がないか点検する 

家きん舎周囲に野生動物の隠れ場所となる物品を置かない 

家きん舎周辺の草刈りを行う 

周辺の樹木の枝が家きん舎まで伸びている場合には剪定する 

人や車両を介したウイルスの持ち込み防止！ 

車両については農場の出入口で入念に消毒する 

家きん舎に入るときには、手指及び長靴の消毒、家きん舎専用の衣服及び長靴の

使用を徹底する 

消毒などの措置は、記帳により習慣付ける 

特に以下の点の点検・確認をお願いします！ 

韓国で高病原性鳥インフルエンザが継続発生中！ 

  韓国では昨年１１月から、高病原性鳥インフルエンザが継続して発生しており、我

が国への侵入リスクは非常に高いものと考えられ、厳重な警戒が必要です。引き続き、

飼養家きんの健康観察を徹底し、異状が見られた場合は、早期通報を行うようお願い

します。 
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西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所  

  津軽地区家畜衛生推進協議会 

     つがる市木造若竹２-１ TEL 0173－42－2276 FAX 0173－42－6087 

本病を疑うような症状、家きんの異状を発見したら、 
すぐに家畜保健衛生所へご連絡下さい！ 

 1 日の死亡率が過去 3 週間の平均の 2 倍以上となった場合 

 5 羽以上がまとまって死亡している場合 

 鶏冠・肉垂等の青紫色化、沈うつ、産卵率の低下がみられた場合 

とさかと肉冠のチアノーゼ 

連絡先：つがる家畜保健衛生所  ０１７３-４２-２２７６ 
（土日休日緊急用携帯    ０９０-８７８８-７４５９） 

写真：動衛研ＨＰより 

我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが 

人に感染した事例は報告されていません。 

 発生状況は裏面です 



韓国における高病原性鳥インフルエンザの状況 （2017年11月以降）

（韓国農林畜産食品部資料より）

：家きんでの発生
：野鳥からのウイルス分離

※日は症状の発現日又は検体の採取日

全羅北道（２件）
①11月17日 高敞（コチャン）郡 肉用あひる H5N6

④12月21日 井邑（チョンウプ）市 肉用あひる H5N6

（③と同一系列農場）

2018年1月28日現在
農林水産省動物衛生課
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光州広域市

11/21
11/27

12/8
12/19
12/26
12/28

12/13

12/21

12/19
12/20
12/23
12/28
1/18

12/22
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1/1

12/28
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全羅南道（１１件）
②12月 8日 霊岩（ヨンアム）郡 種あひる H5N6

③12月19日 霊岩（ヨンアム）郡 肉用あひる H5N6

（②の疫学関連農場）
⑤12月26日 霊岩（ヨンアム）郡 種あひる H5N6

（③と同一系列農場）
⑥12月26日 高興（コフン）郡 肉用あひる H5N6

⑦12月28日 羅州（ナジュ）市 種あひる H5N6

⑧12月28日 霊岩（ヨンアム）郡 肉用あひる H5N6

⑨ 1月 1日 高興（コフン）郡 肉用あひる H5N6

⑪ 1月 4日 康津（カンジン）郡 種あひる H5N6

⑫ 1月 7日 羅州（ナジュ）市 肉用あひる H5N6

⑬ 1月 9日 長興（チャンフン）郡 肉用あひる H5N6

⑭ 1月10日 康津（カンジン）郡 種あひる H5N6

京畿道（３件）
⑩ 1月 2日 抱川（ポチョン）市 採卵鶏 H5N6

⑮ 1月26日華城（ファソン）市 採卵鶏 H5N6

⑯ 1月27日平沢（ピョンテク）市 採卵鶏 H5N6

家きんでの発生：16件
（H5N6）

あひる
鶏

１３
３

野鳥の感染事例：10件
（H5N6）

京畿道
忠清南道
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済州道

２
５
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忠清南道

済州道

1/2

殺処分羽数：約220万羽

（うち鶏は約151万羽、あひるは約69万羽）

検体はすべて糞便
1/4
1/10

1/9

1/27
1/26


